　大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業実施要領
(目的)
第１　この事業は、「新しい旅のかたち」のひとつに位置づけられ、働き方改革にも合致するワーケーションの受け入れに取り組む県内宿泊事業者を支援することを目的とする。
(事業の内容）
第２　対象となる事業は、次の各号のすべてに該当するものとする。
(１)県内宿泊事業者が、ワーケーションの受け入れを進めるために必要な環境を整備する事業であること。
(２)地域の観光資源を活かした、独自のワーケーションプランを提供する事業であること。
(事業実施主体)
第３　この事業において補助対象とする事業者は、次の各号に掲げるものとする。
(１)別表に掲げる県内に主たる事業所を有する中小企業者
(２)（１）に準じると知事が認める者
２　前項に掲げるものは、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第７７号)第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同法第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員と密接な関係を持つ者でないものとする。
(事業実施計画認定申請書の提出及び採択)
第４　事業者は、大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業実施計画認定申請書（様式第１号）を次に掲げる書類を添付して知事に提出するものとする。
(１) 事業実施計画書（様式第２号）

(２) 誓約書（様式第３号）

(３) 積算の根拠が確認できる見積書、製品の規格・機種等が確認できる資料

(４) その他知事が必要と認める書類
２　知事は、前項に掲げる書類の提出を受けた場合、事業内容を審査し、適当と認めるときは、事業実施計画の認定を行い、大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業採択通知書（様式第４号）により、事業者あて通知するものとする。
(認定基準）
第５　事業実施計画の認定に当たっては、次の各号を考慮しながら総合的に判断するものとする。
(１)ワーケーションプランの魅力
(２)仕事環境の充実度
(３)滞在施設の魅力
(４)プランのＰＲから受け入れまでの完成度及び工夫の有無
(事業の実施）
第６　事業者は、本事業の趣旨に沿って適正に事業を実施するものとする。
(助成措置)
第７　知事は、認定された事業について、予算の範囲内で、別に定める大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業費補助金交付要綱により助成するものとする。
(守秘義務)
第８　事業者及びその関係者は、本事業により知り得た情報を他に漏らしてはならない。
(事業実施後の報告)
第９　事業者は、本事業の終了後においても、知事からその後の状況や成果について報告を求められた場合、これに協力するものとする。
附　則
この要領は、令和３年度の予算に係る大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支
援事業費補助金から適用する。
別表
法人については、「資本金または出資の総額」または「常時使用する従業員数」が次に該当していること。
個人については、常時使用する従業員数が次に該当していること。
なお、「宿泊業」とは、旅館業法第２条第１項に規定する旅館業（旅館・ホテル営業、簡易宿所営業及び下宿営業）を営む者をいう。
	業　種
	資本金または出資の総額
	常時使用する従業員数

	宿泊業
	5,000万円以下
	200人以下


様式第１号
年度大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業実施計画認定申請書
第　　　　　 　号
年　　 月　　　日
　大分県知事　殿
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所 在地
事業者名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者氏名　　　　　　　　　
　　年度大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業実施計画について、認定されるよう大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業実施要領第４の規定により申請します。
　　添付書類
(１) 事業実施計画書（様式第２号）
　 (２) 誓約書（様式第３号）
(３) 積算の根拠が確認できる見積書、製品の規格・機種等が確認できる資料
(４) その他知事が必要と認める書類
様式第２号
事業実施計画書
	事業者名
	

	事業者の概要
資本金または出資の総額、常時使用する従業員数、客室数、主な事業等を記載してください。
	資本金または出資の総額
常時使用する従業員数　人（役員　人、従業員　人、パート等　人）
客室数
主な事業等


	事業箇所
	

	実施時期
	

	事業目的
	

	事業内容
	

	事業のポイント
(1)ワーケーションプランの魅力
(通常の宿泊プランとの比較(連泊割引)等)
	○ワーケーションプラン
料金：
内容：
活用する観光資源：
※通常の宿泊プラン
料金：
内容：

	(2)仕事環境の充実度
(仕事をするための通信環境や設備等)
	①通信環境(Wi-Fiルーター等の仕様)
伝送規格： 
セキュリティ方式： 
②設備(事務用机・椅子、プロジェクター、プリンター、モニター等)


	(3)滞在施設の魅力
(ワーケーション利用者に対するサービス(備品貸出、ドリンク提供等))
	

	(4)プランのＰＲ方法
(活用する観光資源を含めた情報発信の方法等)
	

	事業効果

	


注）記載欄が不足する場合は、適宜、記載欄を追加してください。
収支計画
	   収　　　入                                          　　   （単位：円）

	  　項　　　目
	   　予　算　額
	 　　     備　　　考

	  県助成希望額
	
	

	  自己資金
	
	

	  　　　計
	
	

	   支　　　出                            　　　　　　　　　　 （単位：円）

	    項  　　目
	     予　算　額
	　　      積　算　内　訳

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	      　計
	
	


様式第３号
誓　　約　　書
私は、下記の事項について誓約します。
なお、県が必要な場合には、大分県警察本部に照会することについて承諾します。　
また、照会で確認された情報は、今後、私が、大分県と行う他の契約における確認に利用することに同意します。
記
１　自己又は自己の役員等は、次の各号のいずれにも該当しません。
（１） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に　　   規定する暴力団をいう。以下同じ。）
（２） 暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）
（３） 暴力団員が役員となっている事業者
（４） 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者
（５） 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している        者
（６） 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者
（７） 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者
（８）暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者
２　１の（１）から（８）までに掲げる者が、その経営に実質的に関与している法人その他の団体又は個人      ではありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
  大分県知事　　　　　　　　殿
　　　　　　　　
                　　　             〔法人、団体にあっては事務所所在地〕
                                    住　　所                                     　　
　　　　　　　　                   （ふりがな）
                                    氏    名                                     　
                                    生年月日　（明治・大正・昭和・平成）　　年　　月　　日(男・女）
※  県では、大分県暴力団排除条例に基づき、行政事務全般から暴力団を排除するため、申請者に暴力団等でない旨の誓約　   をお願いしています。
 様式第４号
（公印省略）
年度大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業採択通知書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第　　　　　号
                                                       　　  年　　月　　日
　　　　　　　　　　　　　　　　　殿
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大分県知事                 
　　　　年　　月　　日付けで提出のあった事業実施計画については、大分県宿泊施設ワーケーション環境整備支援事業の対象事業として採択したので通知します。
　なお、提出書類に虚偽の記載等があることが判明した場合は、この採択を取り消す場合があります。
